
                                 <宇部地区> 

※ 山口県では、岩国市、周南市、防府市、山口市、宇部市、下関市の指定される
地域において客待ち行為が禁止されています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電子地形図２００００（国土地理院）を加工して作成」 

 

 

 

 

山口県迷惑行為防止条例で規制されます 

（令和８年６月１日施行） 

【禁止地域】 

新天町１～２丁目、松島町、相生町、中央町１～３丁目、 

新町、上町１～２丁目、西本町１丁目 

宇部新川駅 

宇部市役所 

松山町１丁目交差点 


